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１．緒言
　わが国は，様々な自然災害による被害を受けやす
い特性を有しており，それらへの平時からの防災
対策は重要な課題である．令和3年度介護報酬及び
令和4年度の診療報酬改定において，新型コロナウ
イルス感染症や大規模災害が発生する中で，日頃か
らの備えと業務継続に向けた取組の推進として事業
継続計画（BCP：Business Continuity Plan）を策
定することが訪問看護ステーションに義務づけられ 
た1,2）．また，BCPの作成とともに，委員会の開催，
指針の整備，研修の実施，訓練（シミュレーション），
職員への周知，定期的な見直しの実施等についても

義務づけられた（令和6年までは努力義務）．訪問看
護ステーションにおける BCP 策定の目的は「災害
時にスタッフの安全を確保しつつ，療養者の生命・
生活の維持をめざした看護サービスの提供を継続さ
せ，訪問看護ステーションを存続させる」3）ことで
あるとされている．訪問看護ステーションを利用し
ている療養者は，災害時要配慮者であり，ケアの中
断は療養者の安全を脅かすことにつながると想定さ
れる．療養者に必要なサービスが継続して提供され
ることが求められている4）．さらに訪問看護は，住
民の生活とともにある地域の重要な資源であるから
こそ継続が不可欠であり，有事の際にも臨機応変に
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要　　　約

　本研究の目的は，中国・四国地方の訪問看護ステーションへアンケート調査を実施し，療養者や家
族に実施している日常的な災害への備えの支援の実態把握と支援手法の必要性について考察すること
である．岡山県，愛媛県の訪問看護ステーション合計340ヶ所を対象に，郵送による無記名自記式質
問紙調査を行った．調査内容は，訪問看護ステーションの基本属性，訪問看護ステーションの災害対
策の状況である．分析方法は，記述統計を行った．回答数183件（有効回答率53.8％）を分析対象とした．
訪問看護ステーションの設置主体は，営利法人65件（35.5%），平均開設年数は，12.7±10.53年，平均
従業員数は，9.5±6.93人，平均常勤数は，6.7±5.80人であった．各訪問看護ステーションに配置され
ている従業員の職種と配置している訪問看護ステーションの数は，複数回答で看護師は183件（100％）
であり，次に理学療法士78件（42.6%）であった．災害時の備えの現状は，各項目の50％以上を備え
ができているとした．【平時の備え】については，20項目のうち7項目は備えができていた．【事業継
続に向けた備え】については，11項目のうち6項目は備えができていた．【連携に向けた備え】につい
ては，11項目のうちすべての項目で備えができていなかった．今回，岡山県，愛媛県の訪問看護ステー
ションにおいて，災害時の備えが50％以上できていると回答した項目は，3割であることが明らかと
なった．この結果から，災害への備えが不十分であることが考えられ，訪問看護業務の中での個々の
療養者の意向を反映した，日頃からの備えをするための個別支援を可能とする支援手法の検討の必要
性が示唆された．
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対応できる策をもつことが，訪問看護を必要とする
療養者や地域住民のいのちと生活を守ることにつな
がる5）といわれている．全ての利用者が災害時要配
慮者となる訪問看護ステーションの防災対策は個々
の訪問看護ステーションの自助努力によって行われ
ている現状6）がある．
　また，災害が発生すると，通常通りに業務を実施
することが困難になる．まず，業務を中断させない
ように準備するとともに，中断した場合でも優先業
務を実施するため，あらかじめ検討した方策を計画
書としてまとめておくことが重要となる．日頃から
自訪問看護ステーションの状況や周辺環境を把握
し，災害発生時にどのような計画で事業を継続する
かを検討し BCP を策定する必要がある．これらの
背景から，訪問看護ステーション単位で取り組む防
災計画の策定は必須であるが，訪問看護業務の中で
の個々の療養者の意向を反映した日頃からの備えを
するための個別支援は，個別性の高い療養者の尊厳
の維持，ライフラインの確保が生命維持に直結する
療養者の安全確保には不可欠である．しかしその実
態は明らかではなく，訪問看護師が適切な介入に至
るための，災害に備えた個別の準備状況の把握手法
も未検証である．そこで本研究の目的は，中国・四
国地方の訪問看護ステーションへアンケート調査を
実施し，療養者や家族に実施している日常的な災害
への備えの支援の実態把握と支援手法を考察するこ
とである． 

２．方法
２．１　調査対象者
　一般社団法人　岡山県訪問看護ステーション連絡
協議会がホームページで公開している，訪問看護ス
テーション（サテライトは除く）184カ所と一般社
団法人　愛媛県訪問看護協議会がホームページで公
開している，訪問看護ステーション（サテライトは
除く）156カ所，合計340カ所の訪問看護ステーショ
ンを調査対象とした．
２．２　データ収集方法
　各訪問看護ステーションへ無記名自記式質問紙を
送付した．無記名自記式質問紙は，個人で返信用封
筒に入れて封をして投函してもらうよう依頼した．
回答者についてはこちらからは限定せず，訪問看護
ステーション内で決定するよう依頼した．また，ア
ンケートの回答に同意しない場合は，質問紙を破棄
するよう依頼文へ記載した．
２．３　調査期間
　2023年12月～2024年2月に実施した．

２．４　調査項目
２．４．１　基本属性
　設置主体，開設からの年数，従業員数，常勤数，
各訪問看護ステーションに配置されている従業員の
職種，災害マニュアル作成を担う主なスタッフとし
た．
２．４．２　災害対策のための項目
　平時の備え（20項目），事業継続に向けた備え（11
項目），連携に向けた備えとした（11項目）とした．
これらは渡邊ら7）が2022年に，文献レビューで考察
した内容を基に作成した，カテゴリーと項目を用い
て3カテゴリーへ分類した．それらの項目について
は，4段階評定尺度（4：しっかりできている，3：
少しできている，2：少しできていない，1：全くで
きていない）で評価した．
２．５　分析方法
　基本属性については，単純集計を実施した．「全
くできていない」，「少しできていない」を備えがで
きていない，「少しできている」，「しっかりできて
いる」を備えができているとして集計をした．また，
3カテゴリーの項目50％以上を「備えができている」
と基準にした理由は，BCP 計画の義務化開始2ヶ月
前に調査を実施したことから，半分以上が備えがで
きていれば，最低限の備えができていると判断で
きると考えたためである．統計解析ソフトは，IBM 
SPSS Statistics Standard を用いた．

３．結果
　対象者340ヶ所の訪問看護ステーションのうち，
返信のあった回答は186件（回収率54.7％）であった．
同意欄にチェックがない回答，欠損値のある回答を
除き，183件（有効回答率53.8%）を分析対象とした．
３．１　基本属性
　訪問看護ステーションの基本属性については，表
1に示す．訪問看護ステーションの設置主体は，営
利法人65件（35.5%），医療法人58件（31.7%）の2つ
の法人が約半数を占めていた．訪問看護ステーショ
ンの開設からの平均年数は，12.7±10.53年であった．
平均従業員数は，9.5±6.93人であった．平均常勤数
は，6.7±5.80人であった．各訪問看護ステーション
に配置されている職種と配置している訪問看護ス
テーションの数は，看護師は183件（100％）であり，
次に理学療法士78件（42.6%），事務員73件（39.9%），
作業療法士67件（36.6%）と続いた．
３．２　災害時の備えの現状
　災害時の備えについて，【平時の備え】，【事業継
続に向けた備え】，【連携に向けた備え】の3つのカ
テゴリーに分類して分析した．結果は，表2に示す．
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表１　訪問看護ステーションの概要

３．２．１　災害時の備えができている項目
【平時の備え】
　20項目のうち，50％以上が災害時の備えができて
いると回答した項目は，7項目であった．最も多く
の訪問看護ステーションが災害時の備えができてい
ると回答した項目は，『スタッフ間の緊急連絡網が
作成されている』が168人（91.8％）であった．次
に備えができていると回答した項目は，『災害時に
誰に一番に連絡をするのかスタッフ間で理解ができ
ている』であり，158人（86.3％）であった．
【事業継続に向けた備え】
　11項目のうち，50％以上が災害時の備えができて
いると回答した項目は，６項目であった．最も多

くの訪問看護ステーションが災害時の備えができ
ていると回答した項目は，『災害が起こった際の，
初動マニュアルが作成できている』であり，140人
（76.5％）であった．次に備えができていた項目は，
『災害が起こった際の，職員の安否確認方法が確立
できている』が134人（73.2％）であった．
【連携に向けた備え】
　11項目のうち，50％以上が災害時の備えができて
いると回答した項目は，なかった．
３．２．２　災害時の備えができていない項目
【平時の備え】
　20項目のうち，50％以上が災害時の備えができて
いないと回答した項目は，13項目であった．最も多
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表２　訪問看護ステーションの災害時の備え
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くの訪問看護ステーションが災害時の備えができて
いないと回答した項目は，『ライフラインが途絶え
た時のために，自転車とバイクが整備できている』
が149人（81.4％）であった．次に備えができてい
ない項目は，『療養者の避難先への搬送方法につい
てスタッフと話し合いができている』であり，136
人（74.3％），『療養者の安全対策はできている（頭
元に物が落下しない等）』では，131人（71.6％）であっ
た．
【事業継続に向けた備え】
　11項目のうち，50％以上が災害時の備えができて
いないと回答した項目は，5項目であった．最も多
くの訪問看護ステーションが災害時の備えができ
ていないと回答した項目は，『人手不足による業務
が継続困難にならないよう準備ができている』であ
り，126人（68.9％）であった．次に，備えができ
ていなかった項目は，『災害によるライフラインや
道の状況について，情報収集をする手段が整備でき
ている』が124人（67.8％），『災害が起こった際の，
職員の精神的なケアを実施することができる』は，
117人（63.9％）と続いた．
【連携に向けた備え】
　11項目のうち全ての項目が，50％以上であり，災
害時の備えができていないと回答した．最も多くの
訪問看護ステーションが災害時の備えができていな
いと回答した項目は，『地域と連携した避難訓練が
実施できている』が163人（89.1％）であった．次
に，『避難所での療養者の個人情報の共有方法につ
いて話し合いができている』が154人（84.2％），『行
政等と日ごろから災害について連絡を取り合うこと
ができている』の項目が151人（82.5％），『地域へ
災害支援を実施できる体制ができている』の項目が
150人（82.0％），『地域へ災害発生時に，協力可能
か依頼ができている』の項目が148人（80.9％）と
続いた．

４．考察
　訪問看護ステーションの設置主体は，平成24年頃
は医療法人が最も多くを占めていたが，日本看護協
会の令和3年度の調査8）によると営利法人が経営す
る訪問看護ステーションが増加しており，全体の約
半数を占めていた．今回の調査においても，営利法
人が最も多く，次に医療法人となっており，この2
つの設置主体が大半を占めていることから，同様
の結果となっている．開設からの平均年数は12.7±
10.5年という結果であり，日本訪問看護財団の調査9）

によると，2023年の調査において，約10年未満の訪
問看護ステーションが3割であり，次いで15年以上

の開設年数であった．今回の調査では，開設年数に
は差があった．また，従業員数は，平均9.5±6.9人
であり，常勤数は平均6.7±5.8人であった．全国調
査8）において，1つの訪問看護ステーションに従事
する人数は5～10人未満が最も多かった．今回の調
査においては，7人以上の大規模訪問看護ステーショ
ンが多かった．また，災害マニュアルの作成を主に
担当している者は，管理者が約9割であった．災害
時において，訪問看護業務の中での個々の療養者の
意向を反映した日頃からの備えをするための個別支
援は，スタッフも協働する必要があることから，主
なマニュアル作成者は管理者であるが，スタッフも
マニュアル作成に参与できる支援方法の検討が必要
であると考察された．
４．１　災害時の備えの現状
　令和6年4月から BCP マニュアル作成が義務化さ
れているが，備えが50％以上できている項目は，
32％であった．厚生労働省等が，訪問看護ステーショ
ンのためにマニュアル作成の雛形や作成方法につい
て研修会等開催し，作成のための支援を勧めてい 
る2-4）．しかし，今回の調査で，7割の項目において
備えが不十分であったことが明らかとなった．
【平時の備え】について
　訪問看護ステーションに求められていることは，
「災害時にも利用者への訪問が継続できること」で
ある4）．そのためには，平時からの災害時に関する
スタッフへの教育が欠かせず，特に「災害発生時に
重要なのは，自分自身の安全だ」と全員に周知して
おくことが求められる10）．そのため，〈避難訓練の
定期的な実施〉や〈連絡体制の整備〉，〈マニュアル
の把握〉がスタッフ全員に求められる．今回の調査
では，『災害時の指揮命令系統』や『緊急連絡網の
作成』，『マニュアルの所在場所の把握』，『ライフラ
イン断絶時の連絡体制』や『ICT 活用の検討』に
ついて，半数以上が備えをできている状況であった．
　災害が発生すれば，その直後から交通網が遮断や
分裂されて，交通渋滞で車が使えない時のために，
自転車やバイクの準備が大切であるとされている．
しかし，全国の訪問看護ステーションの8割の訪問
手段は，自家用車である11）．今回の調査においても，
81.4％の人は備えができていないと回答している．
この備えは，地域によっては二輪車での移動ができ
ない箇所もあることが想定される．安全な移動経路
の把握も含めて，準備をする必要性が考察された．
また，多くの災害においてライフラインの途絶えは
最低3～7日間続くことが想定されている12）．ライフ
ラインが絶たれても，自宅で生活ができるよう備え
ておく必要がある．今回の調査においても，『医療
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機器の管理』や『自宅の安全対策』，『停電時の代用
品の準備や使用方法』等の自助を促す関わりの実施
が，備えができていないと回答している人が多かっ
た．これらのことから，訪問看護業務の中での個々
の療養者の意向を反映した，日頃からの備えをする
ための個別支援は，確立されていないことが考察さ
れる．
【事業継続に向けた備え】について
　事業継続に向けた備えでは，項目の半分は備えが
できていた．災害発生時における，事業所内での取
り決め，明示・共有を行い，スタッフ一人ひとりが
瞬時に判断できるようにしておく必要がある．しか
し，住民が避難する中，訪問看護を継続するのか否
かを葛藤する訪問看護師の状況13）から，『人手不足
による業務継続困難』や『職員のメンタルケア』が
必要な場合もある．よって，初回契約時から重要事
項説明書等へ「災害時は，スタッフの安全が確保で
きてから訪問する」旨を事前に療養者とその家族へ
説明し，同意を得ておくことで，発災前から備えを
心がけることが可能となる．そして，『安否確認の
リスト』等の作成により，療養者とその家族の安否
の状況や避難場所の状況について必要なサービスを
調整することができる支援につながる．今回の調査
では，この備えについては，半数以上ができている
と回答している．療養者が住む居住地域に関する情
報も大切14）であり，ハザードマップを利用するなど，
療養者の居住地の災害リスクを日頃から検討するこ
とが必要であることが示唆された．
【連携に向けた備え】について
　11項目において，すべて備えができていない現状
が明らかとなった．訪問看護ステーションの災害対
策においては，訪問看護ステーションが発災後も継

続してサービスを提供し続けられるように，地域の
住民や消防，市役所職員との連携が重要15）とされて
いる．しかし一方では，地域との協働は，医療的
ケアの必要な要介護者が，近所の人を頼りにできな
いと認識している背景16）がある．そこには，地域全
体の高齢化の進行や近隣住民との交流の低下等があ
る．その結果，地域住民に頼りたくても頼れない現
状を招いていることが推察された．また，避難所に
は行きたくないと意思決定している療養者や個人情
報を知られたくない療養者もいる16）．災害時の避難
についての意思決定については，日頃から話し合う
必要がある．これらのことから，訪問看護業務の中
での個々の療養者の意向を反映した日頃からの備え
をするための個別支援は，ライフラインの確保が生
命維持に直結する療養者の安全確保には不可欠であ
るが，この準備状況は不十分であると考察された．

５．結論
　療養者や家族に実施している日常的な災害への備
えの支援の実態把握として，岡山県，愛媛県の訪問
看護ステーションにおいて，災害時の備えが50％以
上できていると回答した項目は，3割であることが
明らかとなった．【平時の備え】については，20項
目のうち7項目は備えができていた．【事業継続に向
けた備え】については，11項目のうち6項目は備え
ができていた．【連携に向けた備え】については，
11項目のうちすべての項目で備えができていなかっ
た．この結果から，災害への備えが不十分であるこ
とが考えられ，訪問看護業務の中での個々の療養者
の意向を反映した，日頃からの備えをするための個
別支援を可能とする支援手法の検討の必要性が示唆
された．
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　調査対象者に対して，研究の目的，研究の方法，研究への自由意志の保障，匿名性の確保，データは研究以外では使
用しないことを書面にて説明し，記入および投函にて同意とみなす旨を明記した．また，質問紙に調査協力の同意チェッ
ク欄を設けて，同意チェック欄にチェックのないものは分析から除外した．個人が特定されないようにプライバシーに
配慮するため，氏名等の記載欄は設けていない．なお，本調査は川崎医療福祉大学倫理委員会の承認（承認番号：23-
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Abstract

　The purpose of this study is to clarify the current status of disaster management plans at visiting nursing stations 
in the Chugoku and Shikoku regions. A total of 340 stations in Okayama and Ehime prefectures were surveyed 
by mail. 183 responses (valid response rate 53.8%) to the anonymous self-administered questionnaire surveys were 
analyzed into descriptive statistics. The visiting nursing stations were established by 65 for-profit corporations (35.5%), 
the average number of years in operation was 12.7±10.53, the average number of employees was 9.5±6.93, and the 
average number of full-time employees was 6.7±5.80. The occupations of employees assigned to each visiting nursing 
station were 183 nurses (100%), followed by 78 physical therapists (42.6%). The current state of disaster prevention 
preparedness was that more than 50% of each item was prepared. Regarding [preparedness in peacetime], 7 out of 20 
items were prepared. Regarding [preparedness for business continuity], 6 out of 11 items were prepared. Regarding 
[preparedness for collaboration], none of the 11 items were prepared. It became clear that 30% of the surveyed 
were more than 50% prepared for disasters. This suggests the need for devising support tools to carry out disaster 
countermeasures at visiting nursing stations.
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